
東海第二発電所の再稼働の賛否を問う県民投票条例制定請求の要旨 

 

 茨城県の東海第二発電所は、日本初の大型原子力発電所として 1978年に営業運転を

開始しました。東日本大震災以降は稼働を停止していますが、2018 年、原子力規制委

員会が 20 年の運転延長を認可しました。これによれば、運転開始から 60 年となる

2038年までの運転が可能となります。 

 東海第二発電所の再稼働にあたっては、周辺 6 市村に加え、茨城県の同意が必要と

されています。これは、地方自治は当該団体の意思と責任の下で行われるという団体

自治の理念に照らし、正当な権利であるといえます。 

 また、県の意思決定に関して、知事は「県民の意見をしっかりと伺い、慎重に判断

したい」と繰り返し述べています。これは、地方自治は住民の意思に基づいて行われ

るという住民自治の理念を具現化したものであるといえます。 

 私たちは、広く県民の意思を確認する方法として、県民投票の実施が最も適してい

ると考えます。県民投票が実施されることになれば、東海第二発電所を再稼働した場

合、またしなかった場合に、将来どのような影響が生じるかについて、多方面から

様々な情報が広く県民に提供されます。それにより、県民は、熟慮と討議を重ねた上

で賛否の判断を行い、個々の選択を表明できるようになります。 

 一方、住民アンケート等の手段では、意思を表明できるのは無作為抽出された一部

の県民に限られ、多様な情報に基づく熟議の上での回答となるかは不明です。また、

選挙の際に知事や多くの議員は再稼働に対する賛否を明らかにしておらず、有権者が

この問題に関する判断を委ねたということはできません。  

 東海第二発電所の再稼動の可否は、社会的にも、経済的にも、茨城県民の生活に大

きな影響を及ぼします。よって私たちは、地方自治の本旨に基づき、間接民主制を補

完する手段としての県民投票の実施を求め、本条例の制定を請求します。 
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